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伊賀市総合計画次期基本計画及び第２期伊賀市 

まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務仕様書 
 

 

１．計画策定の目的 

第２次伊賀市総合計画第２次再生計画（以下「現計画」という。）の計画期間が令

和２年度に終了するため、新たに次期基本計画（以下「次期計画」という。）を策定す

る。 

また、次期計画と伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、「伊賀市総合戦

略」という。）を統合・一本化するため、伊賀市総合戦略の計画期間を令和２年度ま

で１年間延長することから、次期計画は第２期伊賀市総合戦略の内容を包含したもの

として策定する。 

次期計画では、本市の特性や社会潮流の変化及び市民の意向を十分に踏まえながら、

時代の要請や地域の実情に合った目標とその実現方策を示すとともに、着実に実施で

きる行政運営及び計画の進行管理の仕組みを組み込むことが求められている。 

本業務は、その策定作業を円滑かつ効果的に進めるために、専門的な支援を得るこ

とを目的とする。 

 

２．業務期間 

策定作業の期間は契約締結の日から令和３年３月 31日までとする。 

 

３．業務内容 

本業務の内容は、次のものとする。 

《 計画策定等 》 

 (1) 基礎調査の実施 

社会経済情勢、地域特性等を把握・整理することにより、計画内容検討の基

礎とする。 

【業務内容】○社会経済情勢調査（上位計画・関連計画、社会経済動向の把握） 

      ○地域動向調査（市政にかかわる地域の諸動向の把握） 

      ○主要指標調査（人口等諸指標の整理） 

      ○基礎調査資料集の作成 

      〇伊賀市人口ビジョンの改正 

 (2) 施策別現況･課題調査の実施 

現計画にもとづく事業実績及び伊賀市総合戦略に基づくＫＰＩの把握と今後
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の課題の整理のため、各課への施策別実績･課題調査の結果をもとに施策の実績

にともなう内部評価資料として整理する。 

【業務内容】○調査シートの設計、記入依頼 

      ○各課ヒアリングの実施 

      ○実績整理・内部評価書の作成 

(3) 基本事項の検討支援 

各調査と評価の結果ならびに伊賀市人口ビジョンの内容を踏まえ、市政運営

に対する課題を抽出したうえで、計画の見直しにあたって重視すべき視点（国

の第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略及び第２期三重県まち・ひと・しご

と創生総合戦略を勘案する）など、計画策定の基本となる事項についての考え

方を整理し、「骨子案」としてとりまとめる。 

【業務内容】○計画課題の抽出 

      ○計画骨子案の作成 

(4) 計画素案の作成支援 

庁内各課記入の事業計画シートを整理し、各調査結果や基本事項の検討結果

を基礎にしながら次期計画の草稿作成を行い、庁内検討組織での検討などによ

って「計画素案」としてとりまとめる。 

【業務内容】○事業計画調査シートの設計、記入依頼 

      ○計画草稿の作成 

      ○庁内検討組織での検討結果に基づく修正支援 

(5) 計画書のとりまとめ 

計画素案について、審議会での協議、パブリックコメント及びタウンミーテ

ィング等からの意見対応により補足・修正を行い、「中間案」及び「最終案」を

とりまとめる。 

【業務内容】○中間案の作成支援 

      ○最終案の取りまとめ 

《 会議等 》 

(6) 会議等の開催・運営協力 

住民参加、職員参加の計画づくりを進めるため、次の会議等について開催・

運営の企画及び会議録の作成を行う。 

① 総合計画審議会 

計画内容の審議を行う。 

【業務内容】○会議への出席、議事録の作成（４回程度） 

② 庁内策定本部会議 
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計画内容の協議・調整を行う庁内意思決定機関。 

【業務内容】○会議への出席、議事要旨の作成（３回程度） 

③ 庁内プロジェクトチーム会議 

計画にかかる調査、及び計画内容の検討を行う庁内検討組織。 

【業務内容】○会議への出席、議事要旨の作成（５回程度） 

④ タウンミーティング等 

計画内容のパブリックコメントに合わせて、支所別に行う意見交換会等。 

【業務内容】○タウンミーティング等への出席、意見概要の作成 

（６回程度） 

 

４．成 果 品 

本業務の成果品は、下記のとおりとする。 

① 「次期基本計画」計画書（原稿）及び冊子         20部 

② 【改訂版】伊賀市人口ビジョン（原稿）及び冊子      20部 

③ 上記にかかる電子データ（WORD、PDFファイル等） 一式 

 

５．支払方法 

    業務終了後に一括支払いとする。 

 

６．その他 

   次期計画は、「第２次伊賀市総合計画次期基本計画策定方針」に基づき策定するもの

とする。 


